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第第第第６９６９６９６９号議案号議案号議案号議案    

豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について    

豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。めるものとする。めるものとする。めるものとする。    

令和令和令和令和４４４４年年年年８８８８月月月月２５２５２５２５日提出日提出日提出日提出    

豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫    

    

    

豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例豊川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例    

豊川市職員の育児休業等に関する豊川市職員の育児休業等に関する豊川市職員の育児休業等に関する豊川市職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊川市条例第１１号）の一条例（平成４年豊川市条例第１１号）の一条例（平成４年豊川市条例第１１号）の一条例（平成４年豊川市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。部を次のように改正する。部を次のように改正する。部を次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）    （育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）（育児休業をすることができない職員）    

第２条第２条第２条第２条    育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。    

第２条第２条第２条第２条    育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。める職員は、次に掲げる職員とする。    

((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

((((５５５５))))    非常勤職員であって、次のいずれか非常勤職員であって、次のいずれか非常勤職員であって、次のいずれか非常勤職員であって、次のいずれか

に該当するものに該当するものに該当するものに該当するもの以外の以外の以外の以外の非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員    

((((５５５５))))    次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿以外の非常勤職員以外の非常勤職員以外の非常勤職員以外の非常勤職員    

アアアア    次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員    アアアア    次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員次のいずれにも該当する非常勤職員    

((((アアアア))))    その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という

。）（。）（。）（。）（当該子の出生の日から第３条当該子の出生の日から第３条当該子の出生の日から第３条当該子の出生の日から第３条

の２に規定する期間内に育児休業をの２に規定する期間内に育児休業をの２に規定する期間内に育児休業をの２に規定する期間内に育児休業を

しようとする場合にあっては当該期しようとする場合にあっては当該期しようとする場合にあっては当該期しようとする場合にあっては当該期

間の末日から６月を経過する日、第間の末日から６月を経過する日、第間の末日から６月を経過する日、第間の末日から６月を経過する日、第

２条の４２条の４２条の４２条の４の規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあ

ってはってはってはっては当該子が２歳当該子が２歳当該子が２歳当該子が２歳に達する日）まに達する日）まに達する日）まに達する日）ま

でに、その任期（任期がでに、その任期（任期がでに、その任期（任期がでに、その任期（任期が更新される更新される更新される更新される

場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及び満了すること及び満了すること及び満了すること及び引き続引き続引き続引き続いていていていて採用さ採用さ採用さ採用さ

れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職

員員員員    

((((アアアア))))    その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第その養育する子（育児休業法第

２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日下同じ。）が１歳６か月に達する日

（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という（以下「１歳６か月到達日」という

。）（。）（。）（。）（第２条の４第２条の４第２条の４第２条の４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあの規定に該当する場合にあ

ってはってはってはっては、２歳、２歳、２歳、２歳＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に達する日）まに達する日）まに達する日）まに達する日）ま

でに、その任期（任期が更新されるでに、その任期（任期が更新されるでに、その任期（任期が更新されるでに、その任期（任期が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及満了すること及満了すること及満了すること及びびびび引き続き引き続き引き続き引き続き    採用さ採用さ採用さ採用さ

れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職れないことが明らかでない非常勤職

員員員員    

((((イイイイ))))    ((((略略略略))))    ((((イイイイ))))    ((((略略略略))))    

イイイイ    次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員次のいずれかに該当する非常勤職員

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

イイイイ    第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該

当する非常勤職員（その養育する子が当する非常勤職員（その養育する子が当する非常勤職員（その養育する子が当する非常勤職員（その養育する子が



----    2222    ----    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿    

１歳に達する日（以下この号及び同条１歳に達する日（以下この号及び同条１歳に達する日（以下この号及び同条１歳に達する日（以下この号及び同条

におにおにおにおいて「１歳到達日」という。）（いて「１歳到達日」という。）（いて「１歳到達日」という。）（いて「１歳到達日」という。）（

当該子について当該非常勤職員がする当該子について当該非常勤職員がする当該子について当該非常勤職員がする当該子について当該非常勤職員がする

育児休業の期間の末日とされた日が当育児休業の期間の末日とされた日が当育児休業の期間の末日とされた日が当育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっ該子の１歳到達日後である場合にあっ該子の１歳到達日後である場合にあっ該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）においてては、当該末日とされた日）においてては、当該末日とされた日）においてては、当該末日とされた日）において

育児休業をしている非常勤職員に限る育児休業をしている非常勤職員に限る育児休業をしている非常勤職員に限る育児休業をしている非常勤職員に限る

。）。）。）。）    

((((アアアア))))    その養育する子が１歳に達するその養育する子が１歳に達するその養育する子が１歳に達するその養育する子が１歳に達する

日（以下「１歳到達日」という。）日（以下「１歳到達日」という。）日（以下「１歳到達日」という。）日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が（当該子について当該非常勤職員が（当該子について当該非常勤職員が（当該子について当該非常勤職員が

第２条の３第２号に掲げる場合に該第２条の３第２号に掲げる場合に該第２条の３第２号に掲げる場合に該第２条の３第２号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日と当してする育児休業の期間の末日と当してする育児休業の期間の末日と当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後でされた日が当該子の１歳到達日後でされた日が当該子の１歳到達日後でされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とさある場合にあっては、当該末日とさある場合にあっては、当該末日とさある場合にあっては、当該末日とさ

れた日。以下れた日。以下れた日。以下れた日。以下((((アアアア))))において同じ。）において同じ。）において同じ。）において同じ。）

において育児休業をしている非常勤において育児休業をしている非常勤において育児休業をしている非常勤において育児休業をしている非常勤

職員であ職員であ職員であ職員であって、同条第３号に掲げるって、同条第３号に掲げるって、同条第３号に掲げるって、同条第３号に掲げる

場合に該当して当該子の１歳到達日場合に該当して当該子の１歳到達日場合に該当して当該子の１歳到達日場合に該当して当該子の１歳到達日

の翌日を育児休業の期間の初日とすの翌日を育児休業の期間の初日とすの翌日を育児休業の期間の初日とすの翌日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするものる育児休業をしようとするものる育児休業をしようとするものる育児休業をしようとするもの    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

((((イイイイ))))    その任期の末日を育児休業の期その任期の末日を育児休業の期その任期の末日を育児休業の期その任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている間の末日とする育児休業をしている間の末日とする育児休業をしている間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され場合であって、当該任期を更新され場合であって、当該任期を更新され場合であって、当該任期を更新され

、又は当該任期の満了後引き続いて、又は当該任期の満了後引き続いて、又は当該任期の満了後引き続いて、又は当該任期の満了後引き続いて

採用されることに伴い、当該育児休採用されることに伴い、当該育児休採用されることに伴い、当該育児休採用されることに伴い、当該育児休

業に係る子について、当該更新前の業に係る子について、当該更新前の業に係る子について、当該更新前の業に係る子について、当該更新前の

任期の末日の翌日又は当該採用の日任期の末日の翌日又は当該採用の日任期の末日の翌日又は当該採用の日任期の末日の翌日又は当該採用の日

を育児休業の期間の初日とする育児を育児休業の期間の初日とする育児を育児休業の期間の初日とする育児を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの休業をしようとするもの休業をしようとするもの休業をしようとするもの    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

ウウウウ    その任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤末日とする育児休業をしている非常勤末日とする育児休業をしている非常勤末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子職員であって、当該育児休業に係る子職員であって、当該育児休業に係る子職員であって、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、について、当該任期が更新され、について、当該任期が更新され、について、当該任期が更新され、又は又は又は又は

当該任期の満了後に引き続き採用され当該任期の満了後に引き続き採用され当該任期の満了後に引き続き採用され当該任期の満了後に引き続き採用され

ることに伴い、当該任期の末日の翌日ることに伴い、当該任期の末日の翌日ることに伴い、当該任期の末日の翌日ることに伴い、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日を育児又は当該引き続き採用される日を育児又は当該引き続き採用される日を育児又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をし休業の期間の初日とする育児休業をし休業の期間の初日とする育児休業をし休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとするものようとするものようとするものようとするもの    

（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日）日）日）日）    

（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める

日）日）日）日）    

第２条の３第２条の３第２条の３第２条の３    育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例 第２条の３第２条の３第２条の３第２条の３    育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例



----    3333    ----    

で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。    

で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。分に応じ、当該各号に定める日とする。    

((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

((((３３３３))))    １歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの

子を養育する非常勤職員が、次に掲げる子を養育する非常勤職員が、次に掲げる子を養育する非常勤職員が、次に掲げる子を養育する非常勤職員が、次に掲げる

場合のいずれにも該当する場合（当該子場合のいずれにも該当する場合（当該子場合のいずれにも該当する場合（当該子場合のいずれにも該当する場合（当該子

についてこの号に掲げる場合に該当してについてこの号に掲げる場合に該当してについてこの号に掲げる場合に該当してについてこの号に掲げる場合に該当して

育児休業をしている場合であって第３条育児休業をしている場合であって第３条育児休業をしている場合であって第３条育児休業をしている場合であって第３条

第７号に掲げる事情に該当するときはイ第７号に掲げる事情に該当するときはイ第７号に掲げる事情に該当するときはイ第７号に掲げる事情に該当するときはイ

及びウに掲げる場合に該当する場合、規及びウに掲げる場合に該当する場合、規及びウに掲げる場合に該当する場合、規及びウに掲げる場合に該当する場合、規

則で定める特別の事情がある場合にあっ則で定める特別の事情がある場合にあっ則で定める特別の事情がある場合にあっ則で定める特別の事情がある場合にあっ

てはウに掲げる場合に該当する場合）てはウに掲げる場合に該当する場合）てはウに掲げる場合に該当する場合）てはウに掲げる場合に該当する場合）□

当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日    

((((３３３３))))    １歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの１歳から１歳６か月に達するまでの

子を養育するため、非常勤職員が当該子子を養育するため、非常勤職員が当該子子を養育するため、非常勤職員が当該子子を養育するため、非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該子を養育する非常勤の１歳到達日（当該子を養育する非常勤の１歳到達日（当該子を養育する非常勤の１歳到達日（当該子を養育する非常勤

職員が前号に掲げる場合職員が前号に掲げる場合職員が前号に掲げる場合職員が前号に掲げる場合に該当してするに該当してするに該当してするに該当してする

育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当す同号に掲げる場合若しくはこれに相当す同号に掲げる場合若しくはこれに相当す同号に掲げる場合若しくはこれに相当す

る場合に該当してする地方等育児休業のる場合に該当してする地方等育児休業のる場合に該当してする地方等育児休業のる場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到期間の末日とされた日が当該子の１歳到期間の末日とされた日が当該子の１歳到期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日達日後である場合にあっては、当該末日達日後である場合にあっては、当該末日達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日（当該育児休業の期間の末日

とされた日と当該地方等育児休業の期間とされた日と当該地方等育児休業の期間とされた日と当該地方等育児休業の期間とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのの末日とされた日が異なるときは、そのの末日とされた日が異なるときは、そのの末日とされた日が異なるときは、その

いずれかの日））の翌日（当該子の１歳いずれかの日））の翌日（当該子の１歳いずれかの日））の翌日（当該子の１歳いずれかの日））の翌日（当該子の１歳

到達日後の期間においてこの号に掲げる到達日後の期間においてこの号に掲げる到達日後の期間においてこの号に掲げる到達日後の期間においてこの号に掲げる

場合に該当してその任期の末日を育児休場合に該当してその任期の末日を育児休場合に該当してその任期の末日を育児休場合に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしてい業の期間の末日とする育児休業をしてい業の期間の末日とする育児休業をしてい業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員であって、当該任期が更新る非常勤職員であって、当該任期が更新る非常勤職員であって、当該任期が更新る非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に引され、又は当該任期の満了後に引され、又は当該任期の満了後に引され、又は当該任期の満了後に引き続きき続きき続きき続き

採用されるものにあっては、当該任期の採用されるものにあっては、当該任期の採用されるものにあっては、当該任期の採用されるものにあっては、当該任期の

末日の翌日又は当該引き続き採用される末日の翌日又は当該引き続き採用される末日の翌日又は当該引き続き採用される末日の翌日又は当該引き続き採用される

日）を育児休業の期間の初日とする育児日）を育児休業の期間の初日とする育児日）を育児休業の期間の初日とする育児日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次に休業をしようとする場合であって、次に休業をしようとする場合であって、次に休業をしようとする場合であって、次に

掲げる場合のいずれにも該当するとき掲げる場合のいずれにも該当するとき掲げる場合のいずれにも該当するとき掲げる場合のいずれにも該当するとき□

当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日当該子の１歳６か月到達日    

アアアア    当該非常勤職員が当該子の１歳到達当該非常勤職員が当該子の１歳到達当該非常勤職員が当該子の１歳到達当該非常勤職員が当該子の１歳到達

日（当該非常勤職員が前号に掲げる場日（当該非常勤職員が前号に掲げる場日（当該非常勤職員が前号に掲げる場日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非合に該当してする育児休業又は当該非合に該当してする育児休業又は当該非合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当し若しくはこれに相当する場合に該当し若しくはこれに相当する場合に該当し若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とてする地方等育児休業の期間の末日とてする地方等育児休業の期間の末日とてする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後であされた日が当該子の１歳到達日後であされた日が当該子の１歳到達日後であされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされたる場合にあっては、当該末日とされたる場合にあっては、当該末日とされたる場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の日（当該育児休業の期間の日（当該育児休業の期間の日（当該育児休業の期間の末日とされ末日とされ末日とされ末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末た日と当該地方等育児休業の期間の末た日と当該地方等育児休業の期間の末た日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのい日とされた日が異なるときは、そのい日とされた日が異なるときは、そのい日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該配偶者がずれかの日））の翌日（当該配偶者がずれかの日））の翌日（当該配偶者がずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当すこの号に掲げる場合又はこれに相当すこの号に掲げる場合又はこれに相当すこの号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場合に該当して地方等育児休業をする場合に該当して地方等育児休業をする場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休る場合にあっては、当該地方等育児休る場合にあっては、当該地方等育児休る場合にあっては、当該地方等育児休

＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



----    4444    ----    

業の期間の末日とされた日の翌日以前業の期間の末日とされた日の翌日以前業の期間の末日とされた日の翌日以前業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とするの日）を育児休業の期間の初日とするの日）を育児休業の期間の初日とするの日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合育児休業をしようとする場合育児休業をしようとする場合育児休業をしようとする場合    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

イイイイ    当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してするが前号に掲げる場合に該当してするが前号に掲げる場合に該当してするが前号に掲げる場合に該当してする育育育育

児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育

児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（

当該当該当該当該配偶者が同号に掲げる場合又はこ配偶者が同号に掲げる場合又はこ配偶者が同号に掲げる場合又はこ配偶者が同号に掲げる場合又はこ

れに相当する場合に該当してするれに相当する場合に該当してするれに相当する場合に該当してするれに相当する場合に該当してする地方地方地方地方

等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）におい

て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合    

アアアア    当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該当該子の１歳到達日（当該非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員

がするがするがするがする＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿育育育育

児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育は、当該末日とされた日）において育

児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（職員の配偶者が当該子の１歳到達日（

当該当該当該当該配偶者がする配偶者がする配偶者がする配偶者がする＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地方地方地方地方

等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が等育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）においっては、当該末日とされた日）におい

て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合て地方等育児休業をしている場合    

ウウウウ    ((((略略略略))))    イイイイ    ((((略略略略))))    

エエエエ    当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員当該子の１歳到達日（当該非常勤職員当該子の１歳到達日（当該非常勤職員当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育が前号に掲げる場合に該当してする育が前号に掲げる場合に該当してする育が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳子の１歳子の１歳子の１歳到達日後である場合にあって到達日後である場合にあって到達日後である場合にあって到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）後の期間には、当該末日とされた日）後の期間には、当該末日とされた日）後の期間には、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当しておいてこの号に掲げる場合に該当しておいてこの号に掲げる場合に該当しておいてこの号に掲げる場合に該当して

育児休業をしたことがない場合育児休業をしたことがない場合育児休業をしたことがない場合育児休業をしたことがない場合    

＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める

場合）場合）場合）場合）    

（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める（育児休業法第２条第１項の条例で定める

場合）場合）場合）場合）    

第２条の４第２条の４第２条の４第２条の４    育児休業法育児休業法育児休業法育児休業法第２条第１項の条例第２条第１項の条例第２条第１項の条例第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育する非常勤職員が、次するまでの子を養育する非常勤職員が、次するまでの子を養育する非常勤職員が、次するまでの子を養育する非常勤職員が、次

の各号に掲げる場合のいずれにも該当するの各号に掲げる場合のいずれにも該当するの各号に掲げる場合のいずれにも該当するの各号に掲げる場合のいずれにも該当する

場合（当該子についてこの条の規定に該当場合（当該子についてこの条の規定に該当場合（当該子についてこの条の規定に該当場合（当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合であって次条して育児休業をしている場合であって次条して育児休業をしている場合であって次条して育児休業をしている場合であって次条

第７号に掲げる事情に該当するときは第２第７号に掲げる事情に該当するときは第２第７号に掲げる事情に該当するときは第２第７号に掲げる事情に該当するときは第２

号及び第３号に掲げる場合に該当する場合号及び第３号に掲げる場合に該当する場合号及び第３号に掲げる場合に該当する場合号及び第３号に掲げる場合に該当する場合

、規則で定める特別の事情がある場合にあ、規則で定める特別の事情がある場合にあ、規則で定める特別の事情がある場合にあ、規則で定める特別の事情がある場合にあ

っては同号に掲げる場合に該当する場合）っては同号に掲げる場合に該当する場合）っては同号に掲げる場合に該当する場合）っては同号に掲げる場合に該当する場合）

とする。とする。とする。とする。    

第２条の４第２条の４第２条の４第２条の４    育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達で定める場合は、１歳６か月から２歳に達

するまでの子を養育するため、非常勤職員するまでの子を養育するため、非常勤職員するまでの子を養育するため、非常勤職員するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳６か月到達が当該子の１歳６か月到達が当該子の１歳６か月到達が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該日の翌日（当該日の翌日（当該日の翌日（当該

子の１歳６か月到達日後の期間においてこ子の１歳６か月到達日後の期間においてこ子の１歳６か月到達日後の期間においてこ子の１歳６か月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当してその任期の末日を育の条の規定に該当してその任期の末日を育の条の規定に該当してその任期の末日を育の条の規定に該当してその任期の末日を育

児休業の期間の末日とする育児休業をして児休業の期間の末日とする育児休業をして児休業の期間の末日とする育児休業をして児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新いる非常勤職員であって、当該任期が更新いる非常勤職員であって、当該任期が更新いる非常勤職員であって、当該任期が更新

され、又は当該任期の満了後に引き続き採され、又は当該任期の満了後に引き続き採され、又は当該任期の満了後に引き続き採され、又は当該任期の満了後に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末日用されるものにあっては、当該任期の末日用されるものにあっては、当該任期の末日用されるものにあっては、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日）をの翌日又は当該引き続き採用される日）をの翌日又は当該引き続き採用される日）をの翌日又は当該引き続き採用される日）を

育児休業の期間の初日とする育児休業をし育児休業の期間の初日とする育児休業をし育児休業の期間の初日とする育児休業をし育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合であって、次の各号のいずようとする場合であって、次の各号のいずようとする場合であって、次の各号のいずようとする場合であって、次の各号のいず

れにも該当するときとする。れにも該当するときとする。れにも該当するときとする。れにも該当するときとする。    



----    5555    ----    

((((１１１１))))    当該非常勤職員が当該子の１歳６か当該非常勤職員が当該子の１歳６か当該非常勤職員が当該子の１歳６か当該非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶

者がこの条の規定に該当し、又はこれに者がこの条の規定に該当し、又はこれに者がこの条の規定に該当し、又はこれに者がこの条の規定に該当し、又はこれに

相当する場合に相当する場合に相当する場合に相当する場合に該当して地方等育児休業該当して地方等育児休業該当して地方等育児休業該当して地方等育児休業

をする場合にあっては、当該地方等育児をする場合にあっては、当該地方等育児をする場合にあっては、当該地方等育児をする場合にあっては、当該地方等育児

休業の期間の末日とされた日の翌日以前休業の期間の末日とされた日の翌日以前休業の期間の末日とされた日の翌日以前休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育の日）を育児休業の期間の初日とする育の日）を育児休業の期間の初日とする育の日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合児休業をしようとする場合児休業をしようとする場合児休業をしようとする場合    

＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

((((２２２２))))・・・・((((３３３３))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

((((４４４４))))    当該子について、当該子について、当該子について、当該子について、当該非常勤職員が当該非常勤職員が当該非常勤職員が当該非常勤職員が

当該子の１歳６か月到達日後の期間にお当該子の１歳６か月到達日後の期間にお当該子の１歳６か月到達日後の期間にお当該子の１歳６か月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当して育児休業をいてこの条の規定に該当して育児休業をいてこの条の規定に該当して育児休業をいてこの条の規定に該当して育児休業を

したことがない場合したことがない場合したことがない場合したことがない場合    

＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事（育児休業法第２条第１項ただし書の人事（育児休業法第２条第１項ただし書の人事（育児休業法第２条第１項ただし書の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定院規則で定める期間を基準として条例で定院規則で定める期間を基準として条例で定院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間）める期間）める期間）める期間）    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

第２条の５第２条の５第２条の５第２条の５    育児休業法第２条第１項ただし育児休業法第２条第１項ただし育児休業法第２条第１項ただし育児休業法第２条第１項ただし

書の人事院規則で定める期間を基準として書の人事院規則で定める期間を基準として書の人事院規則で定める期間を基準として書の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間は、条例で定める期間は、条例で定める期間は、条例で定める期間は、57575757日間とする。日間とする。日間とする。日間とする。    

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情）で定める特別の事情）で定める特別の事情）で定める特別の事情）    

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例（育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情）で定める特別の事情）で定める特別の事情）で定める特別の事情）    

第３条第３条第３条第３条    育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。情とする。情とする。情とする。    

第３条第３条第３条第３条    育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。情とする。情とする。情とする。    

((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

((((５５５５))))    育児休業（この号の規定に該当した育児休業（この号の規定に該当した育児休業（この号の規定に該当した育児休業（この号の規定に該当した

ことにより当該育児休業に係る子についことにより当該育児休業に係る子についことにより当該育児休業に係る子についことにより当該育児休業に係る子につい

て既にしたものを除く。）の終了後、３て既にしたものを除く。）の終了後、３て既にしたものを除く。）の終了後、３て既にしたものを除く。）の終了後、３

月以上の期間を経過したこと（当該育児月以上の期間を経過したこと（当該育児月以上の期間を経過したこと（当該育児月以上の期間を経過したこと（当該育児

休業をした職員が、当該育児休業の承認休業をした職員が、当該育児休業の承認休業をした職員が、当該育児休業の承認休業をした職員が、当該育児休業の承認

の請求の際育児休業により当該子を養育の請求の際育児休業により当該子を養育の請求の際育児休業により当該子を養育の請求の際育児休業により当該子を養育

するための計画について任命権者にするための計画について任命権者にするための計画について任命権者にするための計画について任命権者に申し申し申し申し

出た場合に限る。）。出た場合に限る。）。出た場合に限る。）。出た場合に限る。）。    

((((５５５５))))    ((((略略略略))))    ((((６６６６))))    ((((略略略略))))    

((((６６６６))))    第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該

当すること又は当すること又は当すること又は当すること又は前条前条前条前条＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の規定に該当の規定に該当の規定に該当の規定に該当

すること。すること。すること。すること。    

((((７７７７))))    第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該第２条の３第３号に掲げる場合に該

当すること又は当すること又は当すること又は当すること又は第２条の４第２条の４第２条の４第２条の４の規定に該当の規定に該当の規定に該当の規定に該当

すること。すること。すること。すること。    

((((７７７７))))    任期を定めて採用された職員であっ任期を定めて採用された職員であっ任期を定めて採用された職員であっ任期を定めて採用された職員であっ

て、当該任期の末日を育児休業の期間のて、当該任期の末日を育児休業の期間のて、当該任期の末日を育児休業の期間のて、当該任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしているものが、末日とする育児休業をしているものが、末日とする育児休業をしているものが、末日とする育児休業をしているものが、

当該任期を更新され、又は当該任期の満当該任期を更新され、又は当該任期の満当該任期を更新され、又は当該任期の満当該任期を更新され、又は当該任期の満

了後引き続いて採用されることに伴い、了後引き続いて採用されることに伴い、了後引き続いて採用されることに伴い、了後引き続いて採用されることに伴い、

((((８８８８))))    その任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間のその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職末日とする育児休業をしている非常勤職末日とする育児休業をしている非常勤職末日とする育児休業をしている非常勤職

員が、当該育児休業に係る子について、員が、当該育児休業に係る子について、員が、当該育児休業に係る子について、員が、当該育児休業に係る子について、

当該任期が更新され、又は当該任期の満当該任期が更新され、又は当該任期の満当該任期が更新され、又は当該任期の満当該任期が更新され、又は当該任期の満

了後に引き続き採用されることに伴い、了後に引き続き採用されることに伴い、了後に引き続き採用されることに伴い、了後に引き続き採用されることに伴い、



----    6666    ----    

当該育児休業に係る子について、当該更当該育児休業に係る子について、当該更当該育児休業に係る子について、当該更当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の新前の任期の末日の翌日又は当該採用の新前の任期の末日の翌日又は当該採用の新前の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の日を育児休業の日を育児休業の日を育児休業の期間の初日とする育児休期間の初日とする育児休期間の初日とする育児休期間の初日とする育児休

業をしようとすること。業をしようとすること。業をしようとすること。業をしようとすること。    

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き当該任期の末日の翌日又は当該引き続き当該任期の末日の翌日又は当該引き続き当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日を育児休業の期間の初日と採用される日を育児休業の期間の初日と採用される日を育児休業の期間の初日と採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとすること。する育児休業をしようとすること。する育児休業をしようとすること。する育児休業をしようとすること。    

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院（育児休業法第２条第１項第１号の人事院（育児休業法第２条第１項第１号の人事院（育児休業法第２条第１項第１号の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定め規則で定める期間を基準として条例で定め規則で定める期間を基準として条例で定め規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間）る期間）る期間）る期間）    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

第３条の２第３条の２第３条の２第３条の２    育児休業法第２条第１項第１号育児休業法第２条第１項第１号育児休業法第２条第１項第１号育児休業法第２条第１項第１号

の人事院規則で定める期間を基準として条の人事院規則で定める期間を基準として条の人事院規則で定める期間を基準として条の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間は、例で定める期間は、例で定める期間は、例で定める期間は、57575757日間とする。日間とする。日間とする。日間とする。    

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    

附附附附    則則則則    

    この条例は、令和この条例は、令和この条例は、令和この条例は、令和４４４４年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。    

    

    

    

    

 

                    理理理理    由由由由    

    この案を提出するのは、国家公務員の育児休業に関する制度の改正を踏この案を提出するのは、国家公務員の育児休業に関する制度の改正を踏この案を提出するのは、国家公務員の育児休業に関する制度の改正を踏この案を提出するのは、国家公務員の育児休業に関する制度の改正を踏まままま

え、育児休業え、育児休業え、育児休業え、育児休業の取得回数制限の取得回数制限の取得回数制限の取得回数制限がががが緩和緩和緩和緩和されることされることされることされることに伴う所要の措置を講ずるととに伴う所要の措置を講ずるととに伴う所要の措置を講ずるととに伴う所要の措置を講ずるとと

もに、もに、もに、もに、非常勤職員の育児休業の取得非常勤職員の育児休業の取得非常勤職員の育児休業の取得非常勤職員の育児休業の取得要件要件要件要件のののの緩和等緩和等緩和等緩和等の措置を講の措置を講の措置を講の措置を講じ、併せて所要のじ、併せて所要のじ、併せて所要のじ、併せて所要の

規定の整備を行う規定の整備を行う規定の整備を行う規定の整備を行う必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。    

    


